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個人住民税の定額減税について２

[ おもな内容 ]

４月よりスタートした「小谷村こども家庭センター」のスタッフを紹介します。４

撮影：小池　洋輔  さん（公募写真掲載）



広報おたり　令和６年５月号（2）

新規指定事業者 連絡先 有効期限
株式会社鷲澤建設
小谷村大字中小谷丙５２１番地１

　0261-82-2365 令和11年３月31日まで

（3）　広報おたり　令和６年５月号

小谷村国民健康保険からのお知らせ

今回の改定ポイント
●医療分 …… 県の指針による令和９年度大北圏域保険税水準統一に向けた増額
●後期高齢者支援金分・介護納付金分 …… 平成30年度の国保財政県単位化に伴う村から県へ支払う
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  納付金と現行税率での収入額との不足分を補う増額

令和６年度国民健康保険税を下表のとおり改定します。

　急激な増額を避けるため、基金を取り崩しながら令和９年度まで段階的に税率の引上げを行う予定です。
　加入者の皆さまにはご負担をおかけしますが、持続可能な国民健康保険事業の運営を行うための改定とな
りますので、ご理解をお願いします。

　これまで人間ドックを受診された方へ補助金として 7,000 円を交付していましたが、令和 6 年 4 月受診分
から金額が引き上げられ次のとおり変更となります。

　補助金を申請される際は、領収書・人間ドックの結果及び印かんをお持ちください。

国民健康保険税の税率改定について

国民健康保険被保険者に係る人間ドック補助金額の変更について

　国保被保険者が亡くなった際に申請により支給しています葬祭費について、令和６年４月分から金額が引
き上げられ次のとおり変更となります。

国民健康保険被保険者に係る葬祭費変更について

※水道工事（新設・増設・改造及び修繕）は必ず村が指定した指定給水装置工事事業者で行ってください。
村指定給水装置工事事業者は、小谷村ホームページ又は役場水道係（　 82‐2583）で確認できます。

■お問い合わせ　建設水道課水道係  　　82‐2583

村営水道「指定給水装置工事事業者」の指定を行いました
　小谷村営水道指定給水装置工事事業者規則第４条第１項の規定による指定の申請により、新たに下記
事業者を指定しましたのでお知らせします。

国民健康保険税の課税区分 令和５年度 令和６年度 増　減

医　　療　　分
所得割率 6.2％ 6.2％ ー
均等割額 13,000円 14,000円 1,000円
平等割額 24,000円 24,000円 ー

後期高齢者支援金分
所得割率 2.8％ 2.8％ ー
均等割額  8,300円  8,900円   600円
平等割額  8,700円  8,800円   100円

介護納付金分
※40～60歳の方

所得割率 1.8％ 2.0％ 0.2％
均等割額  9,000円  9,400円   400円
平等割額  7,400円  7,600円   200円

令和６年３月受診分まで 令和６年４月受診分から
7,000円 20,000円

令和６年３月分まで 令和６年４月分から
30,000円 50,0000円

　経済をデフレに後戻りさせないための措置の一環として、令和６年度税制改正において、令和６年分の所得
税及び令和６年度分の個人住民税において定額減税が実施されることとなりました。
　個人住民税の定額減税の概要は以下のとおりです。

  対象となる方　 前年の合計所得金額が1,805万円以下の個人住民税所得割の納税義務者

  減税額　 本人、配偶者を含む扶養親族１人につき、１万円

　　※１　定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。
　　※２　同一生計配偶者及び扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。
　　※３　控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合は、令和７年度分の個人住民税において
　　　　１万円の定額減税が行われます。

  減税方法（令和６年度分）　　（定額減税の対象となる方）
　①　給与所得に係る特別徴収
　　　（給与所得者の方）

　令和６年６月分は徴収されず、
定額減税「後」の税額が令和６年
７月分～令和７年５月分の11か
月で均されます。

　②　普通徴収（事業所得者等の方）

　定額減税「前」の税額をもとに
算出された第１期分（令和６年６
月分）の税額から控除され、控除
しきれない場合は、第２期分（令
和６年８月分）以降の税額から、
順次控除されます。

　③　公的年金等に係る所得に係る
　　　特別徴収（年金所得者の方）

　定額減税「前」の税額をもとに
算出された令和６年10月分の特
別徴収税額から控除され、控除し
きれない場合は、令和６年12月
分以降の特別徴収税額から、順次
控除されます。

  その他
◆減税額については、納税通知書の裏面又は特別徴収税額通知書の摘要欄に記載があります。

◆定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全ての控除が行われた後の所得割額から減税されます。

◆減税しきれない場合は、別途給付金（調整給付）が支給されます。給付金の
詳細は内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」
をご参照ください。（https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/benefit2023/index.html）

◆所得税（国税）の定額減税の詳細は、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」
をご参照ください。（https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm）

個人住民税の定額減税について
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（前年度分の税額の1/2を３期分で徴収）

国税庁ＨＰ内閣官房ＨＰ

■お問い合わせ　住民福祉課健康推進係  　　82‐2570



広報おたり　令和６年５月号（2）

新規指定事業者 連絡先 有効期限
株式会社鷲澤建設
小谷村大字中小谷丙５２１番地１

　0261-82-2365 令和11年３月31日まで

（3）　広報おたり　令和６年５月号

小谷村国民健康保険からのお知らせ

今回の改定ポイント
●医療分 …… 県の指針による令和９年度大北圏域保険税水準統一に向けた増額
●後期高齢者支援金分・介護納付金分 …… 平成30年度の国保財政県単位化に伴う村から県へ支払う
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  納付金と現行税率での収入額との不足分を補う増額

令和６年度国民健康保険税を下表のとおり改定します。

　急激な増額を避けるため、基金を取り崩しながら令和９年度まで段階的に税率の引上げを行う予定です。
　加入者の皆さまにはご負担をおかけしますが、持続可能な国民健康保険事業の運営を行うための改定とな
りますので、ご理解をお願いします。

　これまで人間ドックを受診された方へ補助金として 7,000 円を交付していましたが、令和 6 年 4 月受診分
から金額が引き上げられ次のとおり変更となります。

　補助金を申請される際は、領収書・人間ドックの結果及び印かんをお持ちください。

国民健康保険税の税率改定について

国民健康保険被保険者に係る人間ドック補助金額の変更について

　国保被保険者が亡くなった際に申請により支給しています葬祭費について、令和６年４月分から金額が引
き上げられ次のとおり変更となります。

国民健康保険被保険者に係る葬祭費変更について

※水道工事（新設・増設・改造及び修繕）は必ず村が指定した指定給水装置工事事業者で行ってください。
村指定給水装置工事事業者は、小谷村ホームページ又は役場水道係（　 82‐2583）で確認できます。

■お問い合わせ　建設水道課水道係  　　82‐2583

村営水道「指定給水装置工事事業者」の指定を行いました
　小谷村営水道指定給水装置工事事業者規則第４条第１項の規定による指定の申請により、新たに下記
事業者を指定しましたのでお知らせします。

国民健康保険税の課税区分 令和５年度 令和６年度 増　減

医　　療　　分
所得割率 6.2％ 6.2％ ー
均等割額 13,000円 14,000円 1,000円
平等割額 24,000円 24,000円 ー

後期高齢者支援金分
所得割率 2.8％ 2.8％ ー
均等割額  8,300円  8,900円   600円
平等割額  8,700円  8,800円   100円

介護納付金分
※40～60歳の方

所得割率 1.8％ 2.0％ 0.2％
均等割額  9,000円  9,400円   400円
平等割額  7,400円  7,600円   200円

令和６年３月受診分まで 令和６年４月受診分から
7,000円 20,000円

令和６年３月分まで 令和６年４月分から
30,000円 50,0000円

　経済をデフレに後戻りさせないための措置の一環として、令和６年度税制改正において、令和６年分の所得
税及び令和６年度分の個人住民税において定額減税が実施されることとなりました。
　個人住民税の定額減税の概要は以下のとおりです。

  対象となる方　 前年の合計所得金額が1,805万円以下の個人住民税所得割の納税義務者

  減税額　 本人、配偶者を含む扶養親族１人につき、１万円

　　※１　定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。
　　※２　同一生計配偶者及び扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。
　　※３　控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合は、令和７年度分の個人住民税において
　　　　１万円の定額減税が行われます。

  減税方法（令和６年度分）　　（定額減税の対象となる方）
　①　給与所得に係る特別徴収
　　　（給与所得者の方）

　令和６年６月分は徴収されず、
定額減税「後」の税額が令和６年
７月分～令和７年５月分の11か
月で均されます。

　②　普通徴収（事業所得者等の方）

　定額減税「前」の税額をもとに
算出された第１期分（令和６年６
月分）の税額から控除され、控除
しきれない場合は、第２期分（令
和６年８月分）以降の税額から、
順次控除されます。

　③　公的年金等に係る所得に係る
　　　特別徴収（年金所得者の方）

　定額減税「前」の税額をもとに
算出された令和６年10月分の特
別徴収税額から控除され、控除し
きれない場合は、令和６年12月
分以降の特別徴収税額から、順次
控除されます。

  その他
◆減税額については、納税通知書の裏面又は特別徴収税額通知書の摘要欄に記載があります。

◆定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全ての控除が行われた後の所得割額から減税されます。

◆減税しきれない場合は、別途給付金（調整給付）が支給されます。給付金の
詳細は内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」
をご参照ください。（https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/benefit2023/index.html）

◆所得税（国税）の定額減税の詳細は、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」
をご参照ください。（https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm）

個人住民税の定額減税について

６月分は徴収されません

R6.6　　　　　　     8　　　　　　　   10　　　　　　　  R7.1

６月分から控除（控除しきれない場合は８月分から順次控除）

10月分から控除（控除しきれない
場合は12月分から順次控除）

R5に確定・通知済み

R6.6　 7　　 8　　 9　   10　  11　  12　R7.1    2　　 3　　 4　　 5

R6.6　 7　　 8　　 9　   10　  11　  12　R7.1    2　　 3　　 4　　 5

税
負
担

税
負
担

通

　常

定
額
減
税
後

R6.6　　　　　　     8　　　　　　　   10　　　　　　　  R7.1

税
負
担

税
負
担

通

　常

定
額
減
税
後

通

　常

定
額
減
税
後

税
負
担

税
負
担

R6.4　　　　  6　　　　　 8　　　　　 10　　　　  12　　　　  R7.2

R6.4　　　　  6　　　　　 8　　　　　 10　　　　  12　　　　  R7.2
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（当年度分の税額から仮特別徴収税額を

除いた税額を３期分で徴収）

仮特別徴収税額
（前年度分の税額の1/2を３期分で徴収）

国税庁ＨＰ内閣官房ＨＰ

■お問い合わせ　住民福祉課健康推進係  　　82‐2570



広報おたり　令和６年５月号（4）（5）　広報おたり　令和６年５月号

　小谷村では、村道を良好な状態に保全し、安全・安心な道路交通を確保することを目的として、行政区や集落、
団体等の奉仕活動により実施いただいている「村道敷の草刈り活動」について、要件を満たした場合に報奨金
を交付いたします。

◆報奨金の交付対象　・行政区や集落、自治会、各種団体等が、奉仕活動として村道敷の草刈活動を実施した
もの。（同一箇所につき１年に２回まで）

　　　　　　　　　　・個人で行う草刈活動及び他の補助金等の対象となる草刈活動（例：中山間地域等直接
支払い交付金等）は報奨金の交付対象となりません。

◆報奨金の額　　　・草刈活動を実施した村道の路肩の延長１ｍにつき 10 円
　　　　　　　　　・草刈りを行う幅は、原則として路肩から１ｍ以上とします

　　　計算例　草刈り活動を行った村道の延長が 2,000ｍのとき

　　　　　　　　内 訳　　① 道路の両側の草刈りを行った区間が 1,000ｍ
　　　　　　　　　 　　　② 道路の片側の草刈りを行った区間が 1,000ｍ

　　　草刈活動の路肩延長　①1,000ｍ×２（両側）＋ ②1,000ｍ×１（片側）＝3,000ｍ
　　　※よって、上記例の報奨金の額は、3,000ｍ×10 円＝30,000 円となります。

◆交付申請等　　・報奨金の交付を受ける集落、団体等は、必ず草刈活動を行う前に交付申請書を役場建設係
まで提出してください。（申請書様式は小谷村ＨＰまたは建設係窓口にて配布しています。）

■お問い合わせ先　建設水道課建設係 　　 ０２６１‐８２‐２２０４

村道草刈活動報奨金のお知らせ

申請の
ながれ

交付申請書提出
（役場建設係へ）

行政区等

草刈活動実施
（写真撮影）

行政区等

活動報告書提出
（役場建設係へ）

行政区等

現地確認・
報奨金確定通知

役場建設係

報奨金請求書提出
（役場建設係へ）

行政区等
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、
こ

の
度
策
定
さ
れ
た
「
睡
眠
ガ
イ
ド
」

に
記
載
さ
れ
て
い
る
内
容
を
ご
紹
介

い
た
し
ま
す
。

●
子
ど
も

　
今
回
の
「
睡
眠
ガ
イ
ド
」
で
は
子

ど
も
の
睡
眠
時
間
に
つ
い
て
、
小
学

生
は
９
時
間
か
ら
12
時
間
、中
学
生
・

高
校
生
は
８
時
間
か
ら
10
時
間
確
保

す
る
こ
と
を
推
奨
し
て
い
ま
す
。

　
ま
た
子
ど
も
に
つ
い
て
は
睡
眠
時

間
が
不
足
す
る
と
肥
満
の
リ
ス
ク
が

高
く
な
っ
た
り
、
学
業
成
績
が
低
下

し
た
り
し
た
と
い
う
研
究
報
告
が
あ

り
、
対
策
と
し
て
生
活
習
慣
に
注
意

し
、
小
学
生
か
ら
高
校
生
ま
で
は
１

日
に
１
時
間
以
上
体
を
動
か
す
こ
と

や
、
ゲ
ー
ム
や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
の

利
用
時
間
を
２
時
間
以
下
に
す
る
こ

と
等
を
推
奨
し
て
い
ま
す
。

　
因
み
に
、
米
国
睡
眠
医
学
会
で
は

１
～
２
歳
児
は
11
～
14
時
間
、
３
～

５
歳
児
は
10
～
13
時
間
の
睡
眠
時
間

を
確
保
す
る
こ
と
を
推
奨
し
て
お

り
、
こ
の
数
値
は
疫
学
調
査
や
生
理

研
究
に
基
づ
き
見
積
も
ら
れ
た
も
の

で
多
く
の
国
で
参
考
に
さ
れ
て
い
ま

す
。

●
成
人

　
成
人
に
つ
い
て
は
、
６
時
間
以
上

の
睡
眠
時
間
を
確
保
す
る
こ
と
を
推

奨
し
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
成
人
と
高
齢
者
は
目
覚
め

た
時
に
体
が
休
ま
っ
た
と
感
じ
る

「
睡
眠
休
養
感
」が
重
要
と
さ
れ
、「
睡

眠
休
養
感
」
が
高
い
と
心
筋
梗
塞
や

狭
心
症
、
心
不
全
と
い
っ
た
心
血
管

疾
患
の
発
症
率
低
下
に
関
連
す
る
と

さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
こ
こ
ろ
の
健
康

面
で
も
「
睡
眠
休
養
感
」
が
低
い
人

ほ
ど
、
抑
う
つ
の
度
合
い
が
強
い
こ

と
が
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。

　「
睡
眠
休
養
感
」
を
高
め
る
対
策

と
し
て
は
、
就
寝
間
際
の
夕
食
や
夜

食
を
控
え
た
り
、
朝
食
を
し
っ
か
り

摂
る
な
ど
と
い
っ
た
生
活
習
慣
の
改

善
が
あ
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

●
高
齢
者

　
高
齢
者
に
つ
い
て
は
、
寝
床
に
い

る
時
間
が
８
時
間
以
上
に
な
ら
な
い

こ
と
を
目
安
に
、
必
要
な
睡
眠
時
間

を
確
保
す
る
こ
と
を
推
奨
し
て
い
ま

す
。

　
成
人
で
は
、
短
時
間
睡
眠
（
睡
眠

不
足
）
に
よ
る
健
康
へ
の
悪
影
響
に

注
目
が
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
高
齢
世

代
に
お
い
て
は
、
む
し
ろ
長
時
間
睡

眠
に
よ
る
健
康
リ
ス
ク
（
死
亡
リ
ス

ク
）
の
方
が
よ
り
強
く
表
れ
る
こ
と

が
多
く
の
調
査
結
果
か
ら
報
告
さ
れ

て
い
ま
す
。
ま
た
、
夜
間
の
良
眠
を

妨
げ
て
し
ま
う
原
因
に
も
な
り
う
る

た
め
、
日
中
の
長
時
間
の
昼
寝
も
避

け
る
こ
と
が
推
奨
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
今
回
ま
と
め
ら
れ
た
「
睡
眠
ガ
イ

ド
」
に
は
、
良
い
睡
眠
を
と
る
た
め

に
個
人
で
で
き
る
対
策
も
盛
り
込
ま

れ
て
い
ま
す
。
そ
の
中
の
い
く
つ
か

を
紹
介
し
ま
す
。

●
睡
眠
を
と
り
や
す
い
環
境
を

　
つ
く
る

　
睡
眠
を
と
り
や
す
い
環
境
づ
く
り

に
つ
い
て
、
体
内
時
計
を
整
え
る
た

め
、
日
中
に
で
き
る
だ
け
日
光
を
浴

び
、
寝
室
に
は
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
や

タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末
を
持
ち
込
ま
ず
で

き
る
だ
け
暗
く
し
て
寝
る
こ
と
、
そ

し
て
、
就
寝
の
１
時
間
か
ら
２
時
間

前
に
入
浴
す
る
こ
と
な
ど
が
推
奨
さ

れ
て
い
ま
す
。

●
食
事
や
運
動
な
ど
の
生
活
習
慣
を

　
整
え
る

　
食
事
や
運
動
と
い
っ
た
生
活
習
慣

に
つ
い
て
、
朝
食
を
と
り
、
夜
食
を

控
え
る
こ
と
、
適
度
な
運
動
習
慣
を

身
に
付
け
る
こ
と
、
寝
る
前
に
リ

ラ
ッ
ク
ス
す
る
時
間
を
つ
く
り
無
理

に
寝
よ
う
と
し
な
い
こ
と
な
ど
が
有

効
だ
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

●
嗜
好
品
の
摂
取
量
や

　
タ
イ
ミ
ン
グ
を
調
整
す
る

　
１
日
の
カ
フ
ェ
イ
ン
の
摂
取
量
を

コ
ー
ヒ
ー
の
場
合
は
コ
ー
ヒ
ー
カ
ッ

プ
で
４
杯
（
７
０
０
㏄
）
程
度
ま
で

と
し
、夕
方
以
降
は
控
え
る
こ
と
や
、

晩
酌
で
深
酒
は
せ
ず
、
眠
る
た
め
の

お
酒
は
控
え
る
こ
と
、
ま
た
ニ
コ
チ

ン
が
入
っ
た
タ
バ
コ
は
や
め
る
こ
と

な
ど
が
推
奨
さ
れ
て
い
ま
す
。

　　
睡
眠
は
最
も
重
要
な
休
養
行
動
で

す
。

　
睡
眠
時
間
は
長
す
ぎ
て
も
短
す
ぎ

て
も
健
康
を
害
す
る
原
因
と
な
り
、

朝
目
覚
め
た
時
に
感
じ
る
休
ま
っ
た

感
覚
（
睡
眠
休
養
感
）
は
良
い
睡
眠

の
目
安
に
な
り
ま
す
。

　
例
え
ば
、
日
中
に
し
っ
か
り
体
を

動
か
し
、
夜
は
暗
く
静
か
な
環
境
で

休
む
と
い
っ
た
、
寝
て
起
き
て
の
メ

リ
ハ
リ
を
つ
け
る
こ
と
は
睡
眠
休
養

感
を
高
め
る
こ
と
に
役
立
ち
ま
す
。

　
睡
眠
時
間
を
確
保
し
、
睡
眠
休
養

感
を
高
め
る
工
夫
を
日
常
生
活
に
取

入
れ
ま
し
ょ
う
。

■
お
問
い
合
わ
せ

　
住
民
福
祉
課
健
康
推
進
係

　
　
８
２
‐
２
５
７
０

子
ど
も
・
成
人
・
高
齢
者
の

推
奨
さ
れ
る
睡
眠
時
間
は
？

よ
り
良
い
睡
眠
の
対
策
は
？

良
い
睡
眠
に
は
、
量（
時
間
）と

質
（
休
養
感
）
が
重
要
で
す

健
康
づ
く
り
の
た
め
の
睡
眠
ガ
イ
ド

２
０
２
３

参
　
考

・  

・  

・  

・

小谷村こども家庭センター
４月よりスタートした「小谷村こども家庭センター」のスタッフを紹介します

センター長 兼 統括支援員

松澤　由佳

小谷村のみなさんにこども家
庭センターを知っていただき、
妊娠・出産・子育てに関する
様々なご相談をお受けします。

保健師 伊藤　 優

予防接種や乳幼児健診などで
お会いすることになると思い
ます。よろしくお願いします。

保健師 小山　詩織

みなさんのお役にたてるよう
がんばります。なんでも気軽
に話しかけてください！

助産師 上川　みずき

全ての女性の味方であり、心
と体に寄り添える身近な村の
助産師を目指します。

事務 宇佐美　裕子

みなさんと直接お会いするこ
とはあまりありませんが、滞
りなく事務手続きを進めてい
けるよう尽力します。よろし
くお願いします。

教育支援コーディネーター

藤井　香織

教育支援コーディネーターと
してお世話になります。家庭・
学校・地域社会と協力して子
どもたちを支援できるように
がんばります。

　小谷村の全ての妊産婦、子育
て世帯・子どもに切れ目ない支
援をしていきます。
　よろしくお願いします。



広報おたり　令和６年５月号（4）（5）　広報おたり　令和６年５月号

　小谷村では、村道を良好な状態に保全し、安全・安心な道路交通を確保することを目的として、行政区や集落、
団体等の奉仕活動により実施いただいている「村道敷の草刈り活動」について、要件を満たした場合に報奨金
を交付いたします。

◆報奨金の交付対象　・行政区や集落、自治会、各種団体等が、奉仕活動として村道敷の草刈活動を実施した
もの。（同一箇所につき１年に２回まで）

　　　　　　　　　　・個人で行う草刈活動及び他の補助金等の対象となる草刈活動（例：中山間地域等直接
支払い交付金等）は報奨金の交付対象となりません。

◆報奨金の額　　　・草刈活動を実施した村道の路肩の延長１ｍにつき 10 円
　　　　　　　　　・草刈りを行う幅は、原則として路肩から１ｍ以上とします

　　　計算例　草刈り活動を行った村道の延長が 2,000ｍのとき

　　　　　　　　内 訳　　① 道路の両側の草刈りを行った区間が 1,000ｍ
　　　　　　　　　 　　　② 道路の片側の草刈りを行った区間が 1,000ｍ

　　　草刈活動の路肩延長　①1,000ｍ×２（両側）＋ ②1,000ｍ×１（片側）＝3,000ｍ
　　　※よって、上記例の報奨金の額は、3,000ｍ×10 円＝30,000 円となります。

◆交付申請等　　・報奨金の交付を受ける集落、団体等は、必ず草刈活動を行う前に交付申請書を役場建設係
まで提出してください。（申請書様式は小谷村ＨＰまたは建設係窓口にて配布しています。）

■お問い合わせ先　建設水道課建設係 　　 ０２６１‐８２‐２２０４

村道草刈活動報奨金のお知らせ

申請の
ながれ

交付申請書提出
（役場建設係へ）

行政区等

草刈活動実施
（写真撮影）

行政区等

活動報告書提出
（役場建設係へ）

行政区等

現地確認・
報奨金確定通知

役場建設係

報奨金請求書提出
（役場建設係へ）

行政区等

「
健
康
づ
く
り
の
た
め
の
睡
眠
ガ
イ
ド
2
0
2
3
」
が

策
定
さ
れ
ま
し
た

ま
め
ま
め
知
識
№122№122

　
厚
生
労
働
省
は
、
お
よ
そ
10
年
前

に
健
康
的
な
睡
眠
の
た
め
の
指
針
を

ま
と
め
ま
し
た
が
、
そ
の
後
も
「
睡

眠
に
よ
る
休
養
を
十
分
に
と
れ
て
い

な
い
人
」
が
増
え
て
い
る
な
ど
と
し

て
、
専
門
家
に
よ
る
検
討
会
で
推
奨

す
る
睡
眠
時
間
や
生
活
習
慣
を
世
代

ご
と
に
示
し
た
「
健
康
づ
く
り
の
た

め
の
睡
眠
ガ
イ
ド
２
０
２
３
」
を
令

和
６
年
２
月
に
新
た
に
ま
と
め
ま
し

た
。

　
小
谷
村
で
も
、「
睡
眠
で
休
養
が

十
分
と
れ
て
い
る
」
と
い
う
問
い
に

「
い
い
え
」
と
回
答
し
て
い
る
人
は

13
・
９
％（
Ｈ
29
）か
ら 

21
・
８
％（
Ｒ

４
）
と
増
加
傾
向
に
あ
り
、
睡
眠
に

課
題
を
抱
え
て
い
る
人
は
少
な
く
な

い
現
状
が
あ
り
ま
す
。（
小
谷
村
特

定
健
診
・
後
期
高
齢
者
健
診
問
診
結

果
よ
り
）

　
今
回
の
ま
め
ま
め
知
識
で
は
、
こ

の
度
策
定
さ
れ
た
「
睡
眠
ガ
イ
ド
」

に
記
載
さ
れ
て
い
る
内
容
を
ご
紹
介

い
た
し
ま
す
。

●
子
ど
も

　
今
回
の
「
睡
眠
ガ
イ
ド
」
で
は
子

ど
も
の
睡
眠
時
間
に
つ
い
て
、
小
学

生
は
９
時
間
か
ら
12
時
間
、中
学
生
・

高
校
生
は
８
時
間
か
ら
10
時
間
確
保

す
る
こ
と
を
推
奨
し
て
い
ま
す
。

　
ま
た
子
ど
も
に
つ
い
て
は
睡
眠
時

間
が
不
足
す
る
と
肥
満
の
リ
ス
ク
が

高
く
な
っ
た
り
、
学
業
成
績
が
低
下

し
た
り
し
た
と
い
う
研
究
報
告
が
あ

り
、
対
策
と
し
て
生
活
習
慣
に
注
意

し
、
小
学
生
か
ら
高
校
生
ま
で
は
１

日
に
１
時
間
以
上
体
を
動
か
す
こ
と

や
、
ゲ
ー
ム
や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
の

利
用
時
間
を
２
時
間
以
下
に
す
る
こ

と
等
を
推
奨
し
て
い
ま
す
。

　
因
み
に
、
米
国
睡
眠
医
学
会
で
は

１
～
２
歳
児
は
11
～
14
時
間
、
３
～

５
歳
児
は
10
～
13
時
間
の
睡
眠
時
間

を
確
保
す
る
こ
と
を
推
奨
し
て
お

り
、
こ
の
数
値
は
疫
学
調
査
や
生
理

研
究
に
基
づ
き
見
積
も
ら
れ
た
も
の

で
多
く
の
国
で
参
考
に
さ
れ
て
い
ま

す
。

●
成
人

　
成
人
に
つ
い
て
は
、
６
時
間
以
上

の
睡
眠
時
間
を
確
保
す
る
こ
と
を
推

奨
し
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
成
人
と
高
齢
者
は
目
覚
め

た
時
に
体
が
休
ま
っ
た
と
感
じ
る

「
睡
眠
休
養
感
」が
重
要
と
さ
れ
、「
睡

眠
休
養
感
」
が
高
い
と
心
筋
梗
塞
や

狭
心
症
、
心
不
全
と
い
っ
た
心
血
管

疾
患
の
発
症
率
低
下
に
関
連
す
る
と

さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
こ
こ
ろ
の
健
康

面
で
も
「
睡
眠
休
養
感
」
が
低
い
人

ほ
ど
、
抑
う
つ
の
度
合
い
が
強
い
こ

と
が
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。

　「
睡
眠
休
養
感
」
を
高
め
る
対
策

と
し
て
は
、
就
寝
間
際
の
夕
食
や
夜

食
を
控
え
た
り
、
朝
食
を
し
っ
か
り

摂
る
な
ど
と
い
っ
た
生
活
習
慣
の
改

善
が
あ
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

●
高
齢
者

　
高
齢
者
に
つ
い
て
は
、
寝
床
に
い

る
時
間
が
８
時
間
以
上
に
な
ら
な
い

こ
と
を
目
安
に
、
必
要
な
睡
眠
時
間

を
確
保
す
る
こ
と
を
推
奨
し
て
い
ま

す
。

　
成
人
で
は
、
短
時
間
睡
眠
（
睡
眠

不
足
）
に
よ
る
健
康
へ
の
悪
影
響
に

注
目
が
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
高
齢
世

代
に
お
い
て
は
、
む
し
ろ
長
時
間
睡

眠
に
よ
る
健
康
リ
ス
ク
（
死
亡
リ
ス

ク
）
の
方
が
よ
り
強
く
表
れ
る
こ
と

が
多
く
の
調
査
結
果
か
ら
報
告
さ
れ

て
い
ま
す
。
ま
た
、
夜
間
の
良
眠
を

妨
げ
て
し
ま
う
原
因
に
も
な
り
う
る

た
め
、
日
中
の
長
時
間
の
昼
寝
も
避

け
る
こ
と
が
推
奨
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
今
回
ま
と
め
ら
れ
た
「
睡
眠
ガ
イ

ド
」
に
は
、
良
い
睡
眠
を
と
る
た
め

に
個
人
で
で
き
る
対
策
も
盛
り
込
ま

れ
て
い
ま
す
。
そ
の
中
の
い
く
つ
か

を
紹
介
し
ま
す
。

●
睡
眠
を
と
り
や
す
い
環
境
を

　
つ
く
る

　
睡
眠
を
と
り
や
す
い
環
境
づ
く
り

に
つ
い
て
、
体
内
時
計
を
整
え
る
た

め
、
日
中
に
で
き
る
だ
け
日
光
を
浴

び
、
寝
室
に
は
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
や

タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末
を
持
ち
込
ま
ず
で

き
る
だ
け
暗
く
し
て
寝
る
こ
と
、
そ

し
て
、
就
寝
の
１
時
間
か
ら
２
時
間

前
に
入
浴
す
る
こ
と
な
ど
が
推
奨
さ

れ
て
い
ま
す
。

●
食
事
や
運
動
な
ど
の
生
活
習
慣
を

　
整
え
る

　
食
事
や
運
動
と
い
っ
た
生
活
習
慣

に
つ
い
て
、
朝
食
を
と
り
、
夜
食
を

控
え
る
こ
と
、
適
度
な
運
動
習
慣
を

身
に
付
け
る
こ
と
、
寝
る
前
に
リ

ラ
ッ
ク
ス
す
る
時
間
を
つ
く
り
無
理

に
寝
よ
う
と
し
な
い
こ
と
な
ど
が
有

効
だ
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

●
嗜
好
品
の
摂
取
量
や

　
タ
イ
ミ
ン
グ
を
調
整
す
る

　
１
日
の
カ
フ
ェ
イ
ン
の
摂
取
量
を

コ
ー
ヒ
ー
の
場
合
は
コ
ー
ヒ
ー
カ
ッ

プ
で
４
杯
（
７
０
０
㏄
）
程
度
ま
で

と
し
、夕
方
以
降
は
控
え
る
こ
と
や
、

晩
酌
で
深
酒
は
せ
ず
、
眠
る
た
め
の

お
酒
は
控
え
る
こ
と
、
ま
た
ニ
コ
チ

ン
が
入
っ
た
タ
バ
コ
は
や
め
る
こ
と

な
ど
が
推
奨
さ
れ
て
い
ま
す
。

　　
睡
眠
は
最
も
重
要
な
休
養
行
動
で

す
。

　
睡
眠
時
間
は
長
す
ぎ
て
も
短
す
ぎ

て
も
健
康
を
害
す
る
原
因
と
な
り
、

朝
目
覚
め
た
時
に
感
じ
る
休
ま
っ
た

感
覚
（
睡
眠
休
養
感
）
は
良
い
睡
眠

の
目
安
に
な
り
ま
す
。

　
例
え
ば
、
日
中
に
し
っ
か
り
体
を

動
か
し
、
夜
は
暗
く
静
か
な
環
境
で

休
む
と
い
っ
た
、
寝
て
起
き
て
の
メ

リ
ハ
リ
を
つ
け
る
こ
と
は
睡
眠
休
養

感
を
高
め
る
こ
と
に
役
立
ち
ま
す
。

　
睡
眠
時
間
を
確
保
し
、
睡
眠
休
養

感
を
高
め
る
工
夫
を
日
常
生
活
に
取

入
れ
ま
し
ょ
う
。

■
お
問
い
合
わ
せ

　
住
民
福
祉
課
健
康
推
進
係

　
　
８
２
‐
２
５
７
０

子
ど
も
・
成
人
・
高
齢
者
の

推
奨
さ
れ
る
睡
眠
時
間
は
？

よ
り
良
い
睡
眠
の
対
策
は
？

良
い
睡
眠
に
は
、
量（
時
間
）と

質
（
休
養
感
）
が
重
要
で
す

健
康
づ
く
り
の
た
め
の
睡
眠
ガ
イ
ド

２
０
２
３

参
　
考

・  

・  

・  

・

小谷村こども家庭センター
４月よりスタートした「小谷村こども家庭センター」のスタッフを紹介します

センター長 兼 統括支援員

松澤　由佳

小谷村のみなさんにこども家
庭センターを知っていただき、
妊娠・出産・子育てに関する
様々なご相談をお受けします。

保健師 伊藤　 優

予防接種や乳幼児健診などで
お会いすることになると思い
ます。よろしくお願いします。

保健師 小山　詩織

みなさんのお役にたてるよう
がんばります。なんでも気軽
に話しかけてください！

助産師 上川　みずき

全ての女性の味方であり、心
と体に寄り添える身近な村の
助産師を目指します。

事務 宇佐美　裕子

みなさんと直接お会いするこ
とはあまりありませんが、滞
りなく事務手続きを進めてい
けるよう尽力します。よろし
くお願いします。

教育支援コーディネーター

藤井　香織

教育支援コーディネーターと
してお世話になります。家庭・
学校・地域社会と協力して子
どもたちを支援できるように
がんばります。

　小谷村の全ての妊産婦、子育
て世帯・子どもに切れ目ない支
援をしていきます。
　よろしくお願いします。



広報おたり　令和６年５月号（6）（7）　広報おたり　令和６年５月号

■
期
　
日

　
６
月
11
日
（
火
）・ 

12
日
（
水
）

　
２
日
間

■
会
　
場

　
フ
レ
ン
ド
･
プ
ラ
ザ
大
町
（
大
町
市
文

化
会
館
南
側
）

■
対
　
象

　
防
火
管
理
者
の
資
格
を
必
要
と
す
る
仕

事
に
従
事
し
て
い
る
人
が
対
象
で
す
が
、

仕
事
に
携
わ
っ
て
い
な
い
人
で
も
受
講
で

き
ま
す
。

■
費
　
用

　
３
，
９
０
０
円
（
テ
キ
ス
ト
と
交
換
で

11
日
に
講
習
会
場
受
付
に
て
集
金
し
ま

す
）

■
申
し
込
み

　
５
月
７
日
（
火
）
か
ら
５
月
31
日
（
金
）

ま
で
に
、受
講
申
込
書
に
顔
写
真
１
枚（
縦

３
㎝
×
横
２
・
４
㎝
）
を
貼
付
し
て
、
最

寄
り
の
消
防
署
に
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

※
受
講
願
書
は
、
最
寄
り
の
消
防
署
ま
た

は
北
ア
ル
プ
ス
広
域
消
防
本
部
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
に
あ
り
ま
す
。

■
お
問
い
合
わ
せ

 

・
北
ア
ル
プ
ス
広
域
消
防
本
部

　
総
務
課
予
防
係

　
　
２
２
‐
０
１
６
６

 

・
北
ア
ル
プ
ス
広
域
北
部
消
防
署

　
　
７
２
‐
０
１
１
９

防
火
管
理
者
の
資
格
を
取
得
す
る
た
め
の
講
習
会
を
開
催
し
ま
す
。

　
普
通
自
動
車
等
を
お
持
ち
の
方
（
４
月

１
日
現
在
の
名
義
人
）
に
課
税
さ
れ
る
自

動
車
税
（
種
別
割
）
の
納
期
限
は
令
和
６

年
５
月
31
日
（
金
）
で
す
。
５
月
上
旬
に

お
手
元
に
届
く
「
納
税
通
知
書
」
に
よ
り
、

金
融
機
関
、
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
、

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
決
済
ア
プ
リ
な
ど
で
納

期
限
ま
で
に
納
め
ま
し
ょ
う
。

　
５
月
下
旬
に
な
っ
て
も「
納
税
通
知
書
」

が
届
か
な
い
場
合
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

■
お
問
い
合
わ
せ

　
中
信
県
税
事
務
所
大
町
事
務
所

　
　
２
３
‐
６
５
０
５

自
動
車
税
（
種
別
割
）
の
納
付
に
つ
い
て

防
火
管
理
新
規
講
習
会

　
県
道
千
国
北
城
線
改
良
工
事
に
伴

い
、
県
道
及
び
村
道
の
全
面
通
行
止
め

を
行
い
ま
す
。
大
変
ご
迷
惑
を
お
か
け

し
ま
す
。
ご
理
解
と
ご
協
力
の
ほ
ど
よ

ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

●
通
行
止
め
対
象
道
路

 

・
県
道
千
国
北
城
線

　
　
　
　（
千
国
地
区
中
島
地
籍
）

 

・
村
道
千
国
線
（
千
国
地
区
）

●
通
行
止
め
期
間

　
令
和
６
年
５
月
７
日
（
火
）
か
ら

　
令
和
６
年
11
月
29
日
（
金
）

　
終
日
通
行
止
め

　
※
工
事
終
了
次
第
通
行
止
め
解
除

●
迂
回
路

　
栂
池
方
面
へ
は
村
道
千
国
若
栗
線

（
白
馬
乗
鞍
経
由
）
ま
た
は
村
道
川
内

下
松
沢
線
（
川
内
経
由
）
を
ご
利
用
く

だ
さ
い
。

■
お
問
い
合
わ
せ

 

・
県
道
工
事
及
び
県
道
通
行
止
め
に
関

す
る
お
問
い
合
わ
せ

　
大
町
建
設
事
務
所

　
　
０
２
６
１
‐
２
２
‐
５
１
１
１

 

・
村
道
通
行
止
め
に
関
す
る
お
問
い
合

わ
せ

　
小
谷
村
役
場
建
設
水
道
課
建
設
係

　
　
８
２
‐
２
２
０
４

県道改良工事に伴う通行止めのお知らせ

千国の庄史料館

小谷小学校

白馬大池駅

千国駅

栂池方面迂回路②
（村道川内下松沢線）

栂池方面迂回路①
（村道千国若栗線）

村道千国線全面通行止め

県道千国北城線
全面通行止め

大
糸
線

姫川

148

　
小
谷
村
で
は
「
一
人
ひ
と
り
が
大
切
な

存
在
と
し
て
尊
重
さ
れ
、
誰
も
が
生
き
が

い
を
も
ち
、
望
む
暮
ら
し
が
送
れ
る
地
域

共
生
社
会
の
実
現
」
を
基
本
理
念
と
し
、

第
９
期
高
齢
者
福
祉
計
画
を
策
定
し
ま
し

た
。（
令
和
６
年
度
か
ら
令
和
８
年
度
の

３
年
間
）

　
基
本
目
標
の
一
つ
の
柱
に
『
高
齢
者
の

尊
厳
を
ま
も
り
、
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
地

域
づ
く
り
』
を
掲
げ
て
お
り
、
そ
の
中
に

第
二
期
成
年
後
見
制
度
利
用
促
進
基
本
計

画
を
含
め
て
い
ま
す
。
住
み
慣
れ
た
地
域

で
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
地
域
共
生
社
会
を

実
現
す
る
た
め
、
成
年
後
見
制
度
を
必
要

と
す
る
人
が
制
度
を
利
用
で
き
る
よ
う
取

り
組
む
内
容
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
成
年
後
見
制
度
と
は
、
認
知
症
・
知
的

障
が
い
・
精
神
障
が
い
な
ど
に
よ
っ
て
一

人
で
物
事
を
判
断
す
る
こ
と
が
難
し
い
方

に
つ
い
て
、
ご
本
人
の
権
利
を
守
る
援
助

者
（
成
年
後
見
人
等
）
を
選
ぶ
こ
と
で
、

法
律
的
に
支
援
す
る
制
度
で
す
。

　
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
や
入
所
・
入
院

の
契
約
、
不
動
産
や
預
貯
金
な
ど
財
産
管

理
の
代
理
や
、
補
助
を
す
る
こ
と
に
よ
り

ご
本
人
の
暮
ら
し
と
権
利
を
守
り
ま
す
。

　
北
ア
ル
プ
ス
成
年
後
見
支
援
セ
ン
タ
ー

で
は
毎
月
第
３
木
曜
日
に
無
料
相
談
会
を

開
催
し
て
い
ま
す
。
５
月
は
小
谷
村
に
て

開
催
し
ま
す
の
で
、
認
知
症
な
ど
に
よ
り

一
人
で
は
物
事
を
判
断
す
る
こ
と
が
難
し

い
方
の
財
産
管
理
の
こ
と
、
身
寄
り
が
な

い
方
の
将
来
の
財
産
管
理
、
相
続
、
契
約

の
こ
と
な
ど
、
こ
の
機
会
に
相
談
し
て
み

ま
せ
ん
か
？

●
日
　
時

　
５
月
23
日
（
木
）

　
午
後
１
時
30
分
～
３
時
30
分

●
場
　
所

　
小
谷
村
役
場
　
２
階
　
２
０
４
会
議
室

●
相
談
員

 

・
長
野
県
弁
護
士
会
　
弁
護
士

 

・
リ
ー
ガ
ル
サ
ポ
ー
ト
な
が
の
　
司
法
書
士

 

・
ぱ
あ
と
な
あ
な
が
の
　
社
会
福
祉
士

　
相
談
は
無
料
で
す
。
お
気
軽
に
ご
相
談

く
だ
さ
い
。
お
待
た
せ
し
て
し
ま
う
こ
と

が
あ
り
ま
す
の
で
、
事
前
に
地
域
包
括
支

援
セ
ン
タ
ー
へ
お
問
い
合
わ
せ
や
予
約
を

お
願
い
し
ま
す
。
秘
密
は
厳
守
い
た
し
ま

す
。

■
お
問
い
合
わ
せ
　
　
　
　
　

　
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

　
　
８
２
‐
３
１
３
５
　

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
か
ら
の
お
知
ら
せ

成
年
後
見
無
料
相
談
会
に
つ
い
て

 

住
民
基
本
台
帳
の
閲
覧
と
は

　
住
民
基
本
台
帳
法
に
よ
り
、
台
帳
に
記
載
の
あ

る
住
所
、
氏
名
、
生
年
月
日
、
性
別
に
つ
い
て
は
、

次
の
よ
う
な
目
的
に
限
り
閲
覧
で
き
る
こ
と
と

な
っ
て
い
ま
す
。

１
　
国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
機
関
が
法
令
の
定

め
る
事
務
の
遂
行
の
た
め
に
行
う
も
の

２
　
統
計
調
査
、
世
論
調
査
、
学
術
研
究
そ
の
他

の
調
査
研
究
の
う
ち
、
公
益
性
が
高
い
と
認
め

ら
れ
る
も
の

３
　
公
共
的
団
体
が
行
う
地
域
住
民
の
福
祉
の
向

上
に
寄
与
す
る
活
動
の
う
ち
、
公
益
性
が
高
い

と
認
め
ら
れ
る
も
の

４
　
営
利
目
的
以
外
の
目
的
で
行
う
居
住
確
認
の

う
ち
、
訴
訟
の
提
起
そ
の
他
特
別
の
事
情
に
よ

る
居
住
関
係
の
確
認
の
た
め
に
行
う
も
の

　
住
民
基
本
台
帳
法
第
11
条
第
３
項
及
び
第
11
条

の
２
第
12
項
、
住
民
基
本
台
帳
の
一
部
の
閲
覧
及

び
住
民
票
の
写
し
等
の
交
付
に
関
す
る
省
令
第
３

条
の
規
定
に
基
づ
き
、下
の
と
お
り
公
表
し
ま
す
。

■お問い合わせ　住民福祉課住民係 　　８２‐２５８１

令
和
５
年
度
分

住
民
基
本
台
帳
の
閲
覧
状
況
に
つ
い
て

閲覧者氏名等
（法人の場合はその名称及び
代表者又は管理人の氏名）

閲覧事由（利用目的）
の概要

閲覧年月日 閲覧に係る住民の範囲

自衛隊長野地方協力
本部

自衛官等募集
令和５年
４月13日

平成17年４月２日～平成
18年４月１日生まれの男
女で、村内全域の住民18件



広報おたり　令和６年５月号（6）（7）　広報おたり　令和６年５月号

■
期
　
日

　
６
月
11
日
（
火
）・ 

12
日
（
水
）

　
２
日
間

■
会
　
場

　
フ
レ
ン
ド
･
プ
ラ
ザ
大
町
（
大
町
市
文

化
会
館
南
側
）

■
対
　
象

　
防
火
管
理
者
の
資
格
を
必
要
と
す
る
仕

事
に
従
事
し
て
い
る
人
が
対
象
で
す
が
、

仕
事
に
携
わ
っ
て
い
な
い
人
で
も
受
講
で

き
ま
す
。

■
費
　
用

　
３
，
９
０
０
円
（
テ
キ
ス
ト
と
交
換
で

11
日
に
講
習
会
場
受
付
に
て
集
金
し
ま

す
）

■
申
し
込
み

　
５
月
７
日
（
火
）
か
ら
５
月
31
日
（
金
）

ま
で
に
、受
講
申
込
書
に
顔
写
真
１
枚（
縦

３
㎝
×
横
２
・
４
㎝
）
を
貼
付
し
て
、
最

寄
り
の
消
防
署
に
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

※
受
講
願
書
は
、
最
寄
り
の
消
防
署
ま
た

は
北
ア
ル
プ
ス
広
域
消
防
本
部
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
に
あ
り
ま
す
。

■
お
問
い
合
わ
せ

 

・
北
ア
ル
プ
ス
広
域
消
防
本
部

　
総
務
課
予
防
係

　
　
２
２
‐
０
１
６
６

 

・
北
ア
ル
プ
ス
広
域
北
部
消
防
署

　
　
７
２
‐
０
１
１
９

防
火
管
理
者
の
資
格
を
取
得
す
る
た
め
の
講
習
会
を
開
催
し
ま
す
。

　
普
通
自
動
車
等
を
お
持
ち
の
方
（
４
月

１
日
現
在
の
名
義
人
）
に
課
税
さ
れ
る
自

動
車
税
（
種
別
割
）
の
納
期
限
は
令
和
６

年
５
月
31
日
（
金
）
で
す
。
５
月
上
旬
に

お
手
元
に
届
く
「
納
税
通
知
書
」
に
よ
り
、

金
融
機
関
、
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
、

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
決
済
ア
プ
リ
な
ど
で
納

期
限
ま
で
に
納
め
ま
し
ょ
う
。

　
５
月
下
旬
に
な
っ
て
も「
納
税
通
知
書
」

が
届
か
な
い
場
合
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

■
お
問
い
合
わ
せ

　
中
信
県
税
事
務
所
大
町
事
務
所

　
　
２
３
‐
６
５
０
５

自
動
車
税
（
種
別
割
）
の
納
付
に
つ
い
て

防
火
管
理
新
規
講
習
会

　
県
道
千
国
北
城
線
改
良
工
事
に
伴

い
、
県
道
及
び
村
道
の
全
面
通
行
止
め

を
行
い
ま
す
。
大
変
ご
迷
惑
を
お
か
け

し
ま
す
。
ご
理
解
と
ご
協
力
の
ほ
ど
よ

ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

●
通
行
止
め
対
象
道
路

 

・
県
道
千
国
北
城
線

　
　
　
　（
千
国
地
区
中
島
地
籍
）

 

・
村
道
千
国
線
（
千
国
地
区
）

●
通
行
止
め
期
間

　
令
和
６
年
５
月
７
日
（
火
）
か
ら

　
令
和
６
年
11
月
29
日
（
金
）

　
終
日
通
行
止
め

　
※
工
事
終
了
次
第
通
行
止
め
解
除

●
迂
回
路

　
栂
池
方
面
へ
は
村
道
千
国
若
栗
線

（
白
馬
乗
鞍
経
由
）
ま
た
は
村
道
川
内

下
松
沢
線
（
川
内
経
由
）
を
ご
利
用
く

だ
さ
い
。

■
お
問
い
合
わ
せ

 

・
県
道
工
事
及
び
県
道
通
行
止
め
に
関

す
る
お
問
い
合
わ
せ

　
大
町
建
設
事
務
所

　
　
０
２
６
１
‐
２
２
‐
５
１
１
１

 

・
村
道
通
行
止
め
に
関
す
る
お
問
い
合

わ
せ

　
小
谷
村
役
場
建
設
水
道
課
建
設
係

　
　
８
２
‐
２
２
０
４

県道改良工事に伴う通行止めのお知らせ

千国の庄史料館

小谷小学校

白馬大池駅

千国駅

栂池方面迂回路②
（村道川内下松沢線）

栂池方面迂回路①
（村道千国若栗線）

村道千国線全面通行止め

県道千国北城線
全面通行止め

大
糸
線

姫川
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小
谷
村
で
は
「
一
人
ひ
と
り
が
大
切
な

存
在
と
し
て
尊
重
さ
れ
、
誰
も
が
生
き
が

い
を
も
ち
、
望
む
暮
ら
し
が
送
れ
る
地
域

共
生
社
会
の
実
現
」
を
基
本
理
念
と
し
、

第
９
期
高
齢
者
福
祉
計
画
を
策
定
し
ま
し

た
。（
令
和
６
年
度
か
ら
令
和
８
年
度
の

３
年
間
）

　
基
本
目
標
の
一
つ
の
柱
に
『
高
齢
者
の

尊
厳
を
ま
も
り
、
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
地

域
づ
く
り
』
を
掲
げ
て
お
り
、
そ
の
中
に

第
二
期
成
年
後
見
制
度
利
用
促
進
基
本
計

画
を
含
め
て
い
ま
す
。
住
み
慣
れ
た
地
域

で
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
地
域
共
生
社
会
を

実
現
す
る
た
め
、
成
年
後
見
制
度
を
必
要

と
す
る
人
が
制
度
を
利
用
で
き
る
よ
う
取

り
組
む
内
容
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
成
年
後
見
制
度
と
は
、
認
知
症
・
知
的

障
が
い
・
精
神
障
が
い
な
ど
に
よ
っ
て
一

人
で
物
事
を
判
断
す
る
こ
と
が
難
し
い
方

に
つ
い
て
、
ご
本
人
の
権
利
を
守
る
援
助

者
（
成
年
後
見
人
等
）
を
選
ぶ
こ
と
で
、

法
律
的
に
支
援
す
る
制
度
で
す
。

　
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
や
入
所
・
入
院

の
契
約
、
不
動
産
や
預
貯
金
な
ど
財
産
管

理
の
代
理
や
、
補
助
を
す
る
こ
と
に
よ
り

ご
本
人
の
暮
ら
し
と
権
利
を
守
り
ま
す
。

　
北
ア
ル
プ
ス
成
年
後
見
支
援
セ
ン
タ
ー

で
は
毎
月
第
３
木
曜
日
に
無
料
相
談
会
を

開
催
し
て
い
ま
す
。
５
月
は
小
谷
村
に
て

開
催
し
ま
す
の
で
、
認
知
症
な
ど
に
よ
り

一
人
で
は
物
事
を
判
断
す
る
こ
と
が
難
し

い
方
の
財
産
管
理
の
こ
と
、
身
寄
り
が
な

い
方
の
将
来
の
財
産
管
理
、
相
続
、
契
約

の
こ
と
な
ど
、
こ
の
機
会
に
相
談
し
て
み

ま
せ
ん
か
？

●
日
　
時

　
５
月
23
日
（
木
）

　
午
後
１
時
30
分
～
３
時
30
分

●
場
　
所

　
小
谷
村
役
場
　
２
階
　
２
０
４
会
議
室

●
相
談
員

 

・
長
野
県
弁
護
士
会
　
弁
護
士

 

・
リ
ー
ガ
ル
サ
ポ
ー
ト
な
が
の
　
司
法
書
士

 

・
ぱ
あ
と
な
あ
な
が
の
　
社
会
福
祉
士

　
相
談
は
無
料
で
す
。
お
気
軽
に
ご
相
談

く
だ
さ
い
。
お
待
た
せ
し
て
し
ま
う
こ
と

が
あ
り
ま
す
の
で
、
事
前
に
地
域
包
括
支

援
セ
ン
タ
ー
へ
お
問
い
合
わ
せ
や
予
約
を

お
願
い
し
ま
す
。
秘
密
は
厳
守
い
た
し
ま

す
。

■
お
問
い
合
わ
せ
　
　
　
　
　

　
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

　
　
８
２
‐
３
１
３
５
　

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
か
ら
の
お
知
ら
せ

成
年
後
見
無
料
相
談
会
に
つ
い
て

 

住
民
基
本
台
帳
の
閲
覧
と
は

　
住
民
基
本
台
帳
法
に
よ
り
、
台
帳
に
記
載
の
あ

る
住
所
、
氏
名
、
生
年
月
日
、
性
別
に
つ
い
て
は
、

次
の
よ
う
な
目
的
に
限
り
閲
覧
で
き
る
こ
と
と

な
っ
て
い
ま
す
。

１
　
国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
機
関
が
法
令
の
定

め
る
事
務
の
遂
行
の
た
め
に
行
う
も
の

２
　
統
計
調
査
、
世
論
調
査
、
学
術
研
究
そ
の
他

の
調
査
研
究
の
う
ち
、
公
益
性
が
高
い
と
認
め

ら
れ
る
も
の

３
　
公
共
的
団
体
が
行
う
地
域
住
民
の
福
祉
の
向

上
に
寄
与
す
る
活
動
の
う
ち
、
公
益
性
が
高
い

と
認
め
ら
れ
る
も
の

４
　
営
利
目
的
以
外
の
目
的
で
行
う
居
住
確
認
の

う
ち
、
訴
訟
の
提
起
そ
の
他
特
別
の
事
情
に
よ

る
居
住
関
係
の
確
認
の
た
め
に
行
う
も
の

　
住
民
基
本
台
帳
法
第
11
条
第
３
項
及
び
第
11
条

の
２
第
12
項
、
住
民
基
本
台
帳
の
一
部
の
閲
覧
及

び
住
民
票
の
写
し
等
の
交
付
に
関
す
る
省
令
第
３

条
の
規
定
に
基
づ
き
、下
の
と
お
り
公
表
し
ま
す
。

■お問い合わせ　住民福祉課住民係 　　８２‐２５８１

令
和
５
年
度
分

住
民
基
本
台
帳
の
閲
覧
状
況
に
つ
い
て

閲覧者氏名等
（法人の場合はその名称及び
代表者又は管理人の氏名）

閲覧事由（利用目的）
の概要

閲覧年月日 閲覧に係る住民の範囲

自衛隊長野地方協力
本部

自衛官等募集
令和５年
４月13日

平成17年４月２日～平成
18年４月１日生まれの男
女で、村内全域の住民18件



広報おたり　令和６年５月号（8）（9）　広報おたり　令和６年５月号

肥育豚出荷 毎週月曜日　午前５：00～　／　毎週 水・木曜日　午前６：00～

子豚出荷 

５月７日 午前８：30～
　　　　 　　９：45～
５月８日 午前８：30～
　　　　 　　９：00～
５月10日 午前８：00～

５月14日 午前８：30～
　　　　 　　９：45～
５月15日 午前８：30～
　　　　　　 ９：00～
　　　　　　 10：00～

５月21日 午前８：30～
　　　　　　 ９：45～
５月22日 午前８：30～
　　　　　　 ９：00～
　　　　　　 10：00～

５月28日 午前８：30～
　　　　　　 ９：45～
５月29日 午前８：30～
　　　　　　 ９：00～
　　　　　　 ９：30～

令和６年５月発行　■人口 2,656 人　男 1,372 人　女 1,284 人　■世帯数　1,247 戸 （R６.４.26 現在）

■小谷村役場　電話 0261-82-2001　ホームページアドレス https://www.vill.otari.nagano.jp

小谷村大糸線振興会議

切符は南小谷駅で買おう
列車を見かけたら、手を振ろう

＊毎月５日と20日は「交通安全の日」です。

＊４のつく日（４日・14日・24日）は
　「シートベルト・チャイルドシート啓発の日」です。

　交通事故防止のため、交通ルールの遵守と正しい交通マナー
の実践をお願いします。

交通安全啓発日について

■お問い合わせ
　大町地区交通安全協会小谷支部事務局
　総務課庶務係　　８２‐２０２４

※出生・死亡は希望掲載です。住民だより （令和６年３月届出分）

　
口
座
振
替
を
指
定
さ
れ
て
い
る

方
は
５
月
27
日
（
月
）
に
振
替
え

ま
す
の
で
、
口
座
の
残
高
を
ご
確

認
く
だ
さ
い
。
27
日
の
定
期
振
替

が
で
き
な
か
っ
た
方
は
、
６
月
10

日
（
月
）
に
再
振
替
を
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
。 ５

　
月

今
月
の
納
税

税

　目

期

　別

納
期
限

軽
自
動
車
税

全
期

５
月
31
日（
金
）

小
谷
村
農
業
委
員
会

令
和
６
年
度

定
例
会
の
お
知
ら
せ

次
回
の
開
会
予
定

　
５
月
20
日
（
月
）

　
午
後
３
時
か
ら

■
お
問
い
合
わ
せ

　
小
谷
村
農
業
委
員
会
事
務
局

　（
観
光
地
域
振
興
課
農
林
係
）

　
　
８
２‐

２
５
８
８

はくばアルプス農場ニュース

今後も臭気の発生には十分注意して農場作業を実施しますのでよろしくお願いいたします。

■お問い合わせ　はくばＳＰＦ豚農場 　　080‐1330‐0974
　　　　　　　　はくばアルプス農場（ＪＡ大北全農長野県本部・ＪＡ大北）　　72‐2716

●お悔やみ

年齢 地区 親族氏　名

酒井　みと志 95 歳 伊折 　志
山田　菊弥 95 歳 下寺 順司

深澤　秀子 100 歳 栂池南 充幸

●あかちゃん

地区 保護者氏　名

里見 真樹・彩香岡田　埜禾
おか だ の のぎ

はくばＳＰＦ豚農場の５月出荷作業日程を
お知らせします ※作業日程は変更になる場合があります
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肥育豚出荷 毎週月曜日　午前５：00～　／　毎週 水・木曜日　午前６：00～

子豚出荷 

５月７日 午前８：30～
９：45～

５月８日 午前８：30～
９：00～

５月10日 午前８：00～

５月14日 午前８：30～
９：45～

５月15日 午前８：30～
９：00～
10：00～

５月21日 午前８：30～
９：45～

５月22日 午前８：30～
９：00～
10：00～

５月28日 午前８：30～
９：45～

５月29日 午前８：30～
９：00～
９：30～

令和６年５月発行　■人口 2,656 人　男 1,372 人　女 1,284 人　■世帯数　1,247 戸 （R６.４.26 現在）

■小谷村役場　電話 0261-82-2001　ホームページアドレス https://www.vill.otari.nagano.jp

小谷村大糸線振興会議

切符は南小谷駅で買おう
列車を見かけたら、手を振ろう

＊毎月５日と20日は「交通安全の日」です。

＊４のつく日（４日・14日・24日）は
　「シートベルト・チャイルドシート啓発の日」です。

　交通事故防止のため、交通ルールの遵守と正しい交通マナー
の実践をお願いします。

交通安全啓発日について

■お問い合わせ
大町地区交通安全協会小谷支部事務局
総務課庶務係　　８２‐２０２４

　
口
座
振
替
を
指
定
さ
れ
て
い
る
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は
５
月
27
日
（
月
）
に
振
替
え

ま
す
の
で
、
口
座
の
残
高
を
ご
確

認
く
だ
さ
い
。
27
日
の
定
期
振
替

が
で
き
な
か
っ
た
方
は
、
６
月
10

日
（
月
）
に
再
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替
を
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せ
て
い

た
だ
き
ま
す
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月

今
月
の
納
税

税
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期
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軽
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全
期

５
月
31
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小
谷
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農
業
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員
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６
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例
会
の
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回
の
開
会
予
定
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月
20
日
（
月
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後
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時
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ら

■
お
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い
合
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せ

小
谷
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農
業
委
員
会
事
務
局
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観
光
地
域
振
興
課
農
林
係
）

　
　
８
２‐

２
５
８
８

はくばアルプス農場ニュース

今後も臭気の発生には十分注意して農場作業を実施しますのでよろしくお願いいたします。

■お問い合わせ　はくばＳＰＦ豚農場 　　080‐1330‐0974
はくばアルプス農場（ＪＡ大北全農長野県本部・ＪＡ大北）　　72‐2716

はくばＳＰＦ豚農場の５月出荷作業日程を
お知らせします ※作業日程は変更になる場合があります


